
　　「空き家バンク」利用申込書（様式第 13 号の 2 ）

■南知多町内に本社または営業所をお持ちの事業者の場合

ようこそ南知多町へ

交渉

見学の結果、物件の交渉を希望する場合はまちづくり推進室へご連絡ください。

※南知多町は交渉・契約には一切関与いたしません。ご了承ください。

物件所有者に連絡後、宅地建物取引業者による仲介による交渉となります。

物件所有者及び仲介業者と日程調整を行い、見学会を開催いたします。

　　②　誓約書（様式第 8号の2 ）

上記書類に必要事項を記入し、まちづくり推進室へご提出ください。

見学

●個人の場合

　　「空き家バンク」利用申込書（様式第 13 号）

●南知多町内に本社または営業所をお持ちの事業者の場合

　　①　「空き家バンク」利用登録申込書（様式第 7号の２ ）

上記書類に必要事項を記入し、まちづくり推進室へご提出ください。

※申込当日の見学はできません。ご注意ください。

募集

問合せ

登録

南知多町役場のホームページ及びまちづくり推進室の窓口で

物件情報を提供し、募集を行います。

お問い合わせいただければ、資料を送付します。

物件情報に関するお問い合わせにを電話、FAX、メール等及び

まちづくり推進室の窓口にて受け付けています。

■個人の場合

　　①　「空き家バンク」利用登録申込書（様式第 7 号）

　　②　誓約書（様式第 8 号）

ようこそ南知多町へ


